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水
原
郷
病
院
の
公
設
民
営
化
に
つ
い

て
、
市
の
財
政
負
担
や
病
院
運
営
の
委

託
条
件
な
ど
の
調
査
検
討
を
行
う
た

め
、
９
月
議
会
に
お
い
て
議
員
発
議
に

よ
り
「
水
原
郷
病
院
公
設
民
営
化
調
査

特
別
委
員
会
」を
設
置
し
ま
し
た
。（
議

長
を
除
く
議
員
全
員
21
名　

委
員
長　

雪
正
文
議
員
、
副
委
員
長　

福
住
つ
ゆ

子
議
員
を
選
出
）

　

水
原
郷
病
院
の
公
設
民
営
化
方
針
に

つ
い
て
は
、
平
成
19
年
７
月
に
市
議
会

が
設
置
し
た
「
水
原
郷
病
院
に
関
す
る

調
査
検
討
特
別
委
員
会
」
に
お
い
て
、

地
域
医
療
と
水
原
郷
病
院
の
あ
り
方
に

つ
い
て
調
査
検
討
を
行
い
、
平
成
20
年

３
月
に
意
見
書
を
取
り
ま
と
め
市
長
に

提
言
し
ま
し
た
。

　

意
見
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
水
原
郷
病

院
経
営
改
革
審
議
会
の
答
申
及
び
阿
賀

野
市
新
病
院
計
画
委
員
会
報
告
書
等
を

尊
重
す
る
こ
と
と
し
、

一
．
新
病
院
建
設
に
つ
い
て
は
、
市
の

　
　

財
政
状
況
を
考
慮
し
地
域
医
療
の

　
　

中
核
と
な
る
べ
き
適
正
な
規
模
・

　
　

機
能
が
備
わ
っ
た
も
の
と
す
る
こ

　
　

と
。

二
．
救
急
医
療
に
つ
い
て
、
地
元
医
師

　
　

会
及
び
近
隣
基
幹
病
院
と
の
ネ
ッ

　
　

ト
ワ
ー
ク
を
強
化
し
早
急
に
取
り

　
　

組
ん
で
も
ら
い
た
い
こ
と
。

三
．
地
域
医
療
に
つ
い
て
、
医
療
、
保

　
　

健
、
福
祉
の
連
携
に
よ
り
中
核
を

　
　

担
う
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
病
院
と

　
　

す
る
こ
と
。

四
．
継
続
的
に
医
師
確
保
に
努
め
、
魅

　
　

力
あ
る
病
院
環
境
の
構
築
を
図
る

　
　

こ
と
。
以
上
四
項
目
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
新
潟
県
厚
生
連
を
運
営
委

託
者
と
す
る
公
設
民
営
化
に
向
け
協
議

が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

本
年
８
月
20
日
に
新
潟
県
厚
生
連
か

ら
公
設
民
営
化
後
の
病
院
運
営
の
方
向

性
を
示
し
た
事
業
計
画
（
素
案
）
の
提

出
が
あ
り
、
市
議
会
は
公
設
民
営
化
に

つ
い
て
調
査
し
検
討
を
行
う
こ
と
と
し

て
特
別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

主
な
調
査
項
目
と
し
て
は
、

一
．
運
営
委
託
に
関
す
る
確
認
書
の
果

　
　

た
す
役
割
及
び
事
業
計
画（
素
案
）

　
　

の
内
容
に
つ
い
て

二
．
民
営
化
に
要
す
る
市
の
財
政
負
担

　
　

と
そ
の
財
源
に
つ
い
て

三
．
新
病
院
建
設
計
画
の
精
査
に
つ
い

　
　

て

四
．
民
営
化
後
の
診
療
方
針
と
地
域
医

　
　

療
に
つ
い
て

五
．
民
営
化
後
の
維
持
管
理
費
（
既
存

　
　

病
院
、
新
病
院
）
と
財
政
負
担
に

　
　

つ
い
て

　

で
あ
り
ま
す
。

　

早
速
、
９
月
10
日
に
特
別
委
員
会
を

開
催
し
、
続
い
て
９
月
14
日
、
25
日
に

特
別
委
員
会
の
各
会
派
委
員
代
表
に
よ

る
小
委
員
会
で
、
詳
細
に
わ
た
り
調
査

を
進
め
、
他
市
の
事
例
な
ど
も
調
査
研

修
し
判
断
材
料
と
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
問
題
は
市
の
行
方
を
左
右
し
か

ね
な
い
こ
と
か
ら
随
時
、
市
民
の
皆
様

へ
お
知
ら
せ
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

議
長
を
除
く
議
員
全
員
に
よ
る
決
算

審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
９
月
16

日
～
18
日
ま
で
慎
重
に
審
査
を
行
い
、

全
会
一
致
で
認
定
し
ま
し
た
。

　　

平
成
20
年
度
一
般
会
計
に
お
い
て

は
、
３
年
ぶ
り
に
普
通
交
付
税
が
増
額

に
転
じ
ま
し
た
が
、
法
人
税
の
落
込
み

や
国
か
ら
の
各
種
交
付
金
な
ど
が
大
幅

に
減
収
と
な
る
な
ど
厳
し
い
財
政
運
営

に
直
面
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
の
緊
急
経
済
対
策
に
基
づ
き
、
当

市
で
も
定
額
給
付
金
や
子
育
て
応
援
特

別
手
当
な
ど
計
上
し
、
事
業
の
大
半
を

平
成
21
年
度
に
繰
り
越
す
こ
と
と
な
り

ま
し
た
が
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白

鳥
荘
建
設
事
業
補
助
金
な
ど
を
加
え
た

決
算
額
は
平
成
19
年
度
を
大
き
く
上
回

る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
度
一
般
会
計
決
算
の
歳
入

総
額
は
１
９
０
億
５
，
６
７
５
万
９
，

９
８
７
円
、
歳
出
総
額
１
８
６
億
８
０

６
万
６
，
４
３
８
円
、
歳
入
歳
出
差
引

額
４
億
４
，
８
６
９
万
３
，
５
４
９
円

と
な
り
ま
し
た
。

　

差
引
額
の
う
ち
、
翌
年
度
へ
繰
り
越

す
べ
き
財
源（
繰
越
事
業
の
一
般
財
源
）

２
，
５
８
４
万
１
千
円
を
差
し
引
い
た

額
４
億
２
，
２
８
５
万
２
，
５
４
９
円

を
平
成
21
年
度
へ
繰
り
越
し
し
ま
し

た
。（
各
会
計
決
算
額
等
は
６
ペ
ー
ジ

に
掲
載
）

平
成
20
年
度

　

決
算
を
認
定
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